
一
頁

○
財
務
省
告
示
第
五
十
二
号

国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）
第
九
十
八
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
国
家

公
務
員
共
済
組
合
及
び
国
家
公
務
員
共
済
組
合
連
合
会
が
行
う
健
康
の
保
持
増
進
の
た
め
に
必
要
な
事
業
に
関
し
て
、

そ
の
適
切
か
つ
有
効
な
実
施
を
図
る
た
め
の
指
針
（
平
成
十
六
年
財
務
省
告
示
第
三
百
八
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
し
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

令
和
六
年
二
月
十
五
日

財
務
大
臣

鈴
木

俊
一

国
家
公
務
員
共
済
組
合
及
び
国
家
公
務
員
共
済
組
合
連
合
会
が
行
う
健
康
の
保
持
増
進
の
た
め
に
必
要
な
事
業

に
関
し
て
、
そ
の
適
切
か
つ
有
効
な
実
施
を
図
る
た
め
の
指
針
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重

傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に

対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

第
一

本
指
針
策
定
の
背
景
及
び
目
的

第
一

本
指
針
策
定
の
背
景
及
び
目
的

一

「
二
十
一
世
紀
に
お
け
る
国
民
健
康
づ
く
り

一

「
二
十
一
世
紀
に
お
け
る
国
民
健
康
づ
く
り



二
頁

運
動
（
健
康
日
本
二
十
一
）
」
（
平
成
十
二
年

運
動
（
健
康
日
本
二
十
一
）
」
（
平
成
十
二
年

三
月
三
十
一
日
厚
生
省
発
健
医
第
百
十
五
号
等

三
月
三
十
一
日
厚
生
省
発
健
医
第
百
十
五
号
等

）
を
中
核
と
す
る
国
民
の
健
康
づ
く
り
や
疾
病

）
を
中
核
と
す
る
国
民
の
健
康
づ
く
り
や
疾
病

予
防
を
さ
ら
に
推
進
す
る
た
め
、
健
康
増
進
法

予
防
を
さ
ら
に
推
進
す
る
た
め
、
健
康
増
進
法

（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
三
号
）
が
平
成
十
五

（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
三
号
）
が
平
成
十
五

年
五
月
一
日
に
施
行
さ
れ
、
同
法
に
基
づ
く
健

年
五
月
一
日
に
施
行
さ
れ
、
同
法
に
基
づ
く
健

康
増
進
事
業
実
施
者
に
対
す
る
健
康
診
査
の
実

康
増
進
事
業
実
施
者
に
対
す
る
健
康
診
査
の
実

施
等
に
関
す
る
指
針
（
平
成
十
六
年
厚
生
労
働

施
等
に
関
す
る
指
針
（
平
成
十
六
年
厚
生
労
働

省
告
示
第
二
百
四
十
二
号
。
以
下
「
健
康
診
査

省
告
示
第
二
百
四
十
二
号
。
以
下
「
健
康
診
査

等
実
施
指
針
」
と
い
う
。
）
が
平
成
十
六
年
六

等
実
施
指
針
」
と
い
う
。
）
が
平
成
十
六
年
六

月
十
四
日
に
公
布
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

月
十
四
日
に
公
布
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ま
た
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
に
は
、
高
齢

ま
た
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
に
は
、
高
齢

者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十

者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十

七
年
法
律
第
八
十
号
）
及
び
特
定
健
康
診
査
及

七
年
法
律
第
八
十
号
）
及
び
特
定
健
康
診
査
及

び
特
定
保
健
指
導
の
実
施
に
関
す
る
基
準
（
平

び
特
定
保
健
指
導
の
実
施
に
関
す
る
基
準
（
平

成
十
九
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
五
十
七
号
）
が

成
十
九
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
五
十
七
号
）
が



三
頁

施
行
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
健
康
診
査
等
実
施

施
行
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
健
康
診
査
等
実
施

指
針
の
一
部
が
改
正
さ
れ
る
と
と
も
に
、
同
法

指
針
の
一
部
が
改
正
さ
れ
る
と
と
も
に
、
同
法

に
基
づ
く
特
定
健
康
診
査
及
び
特
定
保
健
指
導

に
基
づ
く
特
定
健
康
診
査
及
び
特
定
保
健
指
導

の
適
切
か
つ
有
効
な
実
施
を
図
る
た
め
の
基
本

の
適
切
か
つ
有
効
な
実
施
を
図
る
た
め
の
基
本

的
な
指
針
（
平
成
二
十
年
厚
生
労
働
省
告
示
第

的
な
指
針
（
平
成
二
十
年
厚
生
労
働
省
告
示
第

百
五
十
号
）
等
の
関
連
告
示
が
適
用
さ
れ
、
生

百
五
十
号
）
等
の
関
連
告
示
が
適
用
さ
れ
、
生

活
習
慣
病
の
う
ち
特
に
糖
尿
病
、
高
血
圧
症
、

活
習
慣
病
の
う
ち
特
に
糖
尿
病
、
高
血
圧
症
、

脂
質
異
常
症
等
の
発
症
や
重
症
化
を
予
防
す
る

脂
質
異
常
症
等
の
発
症
や
重
症
化
を
予
防
す
る

こ
と
を
目
的
と
し
て
、
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド

こ
と
を
目
的
と
し
て
、
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド

ロ
ー
ム
に
着
目
し
た
生
活
習
慣
病
予
防
の
た
め

ロ
ー
ム
に
着
目
し
た
生
活
習
慣
病
予
防
の
た
め

の
健
康
診
査
（
以
下
「
特
定
健
康
診
査
」
と
い

の
健
康
診
査
（
以
下
「
特
定
健
康
診
査
」
と
い

う
。
）
及
び
保
健
指
導
（
以
下
「
特
定
保
健
指

う
。
）
及
び
保
健
指
導
（
以
下
「
特
定
保
健
指

導
」
と
い
う
。
）
の
実
施
が
、
国
家
公
務
員
共

導
」
と
い
う
。
）
の
実
施
が
、
組
合
に
対
し
義

済
組
合
（
以
下
「
組
合
」
と
い
う
。
）
に
対
し

務
付
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

義
務
付
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

さ
ら
に
、
平
成
二
十
五
年
度
か
ら
は
国
民
の

さ
ら
に
、
平
成
二
十
五
年
度
か
ら
は
「
二
十



四
頁

健
康
の
増
進
の
総
合
的
な
推
進
を
図
る
た
め
の

一
世
紀
に
お
け
る
第
二
次
国
民
健
康
づ
く
り
運

基
本
的
な
方
針(

平
成
二
十
四
年
厚
生
労
働
省
告

動
（
健
康
日
本
二
十
一
（
第
二
次
）
）
」(

平
成

示
第
四
百
三
十
号
）
に
よ
り
、
健
康
づ
く
り
や

二
十
四
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
四
百
三
十
号
。

疾
病
予
防
の
更
な
る
推
進
を
図
る
こ
と
と
さ
れ

以
下
「
健
康
日
本
二
十
一
（
第
二
次
）
」
と
い

た
が
、
令
和
六
年
度
か
ら
は
国
民
の
健
康
の
増

う
。)

が
適
用
さ
れ
、
健
康
づ
く
り
や
疾
病
予
防

進
の
総
合
的
な
推
進
を
図
る
た
め
の
基
本
的
な

の
更
な
る
推
進
を
図
る
こ
と
と
さ
れ
た
。

方
針
（
令
和
五
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
七

号
。
以
下
「
基
本
方
針
」
と
い
う
。
）
に
よ
り

、
誰
一
人
取
り
残
さ
な
い
健
康
づ
く
り
の
展
開

と
よ
り
実
効
性
を
も
つ
取
組
の
推
進
を
図
る
こ

と
と
さ
れ
て
い
る
。

加
え
て
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
に
は
、

加
え
て
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
に
は
、

持
続
可
能
な
医
療
保
険
制
度
を
構
築
す
る
た
め

持
続
可
能
な
医
療
保
険
制
度
を
構
築
す
る
た
め

の
国
民
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

の
国
民
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
三
十
一
号
）
に
よ

律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
三
十
一
号
）
に
よ

る
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
三
年

る
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
三
年



五
頁

法
律
第
百
二
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。

法
律
第
百
二
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。

）
第
九
十
八
条
の
改
正
に
よ
り
、
組
合
は
、
国

）
第
九
十
八
条
の
改
正
に
よ
り
、
国
家
公
務
員

家
公
務
員
共
済
組
合
の
組
合
員
及
び
そ
の
被
扶

共
済
組
合
（
以
下
「
組
合
」
と
い
う
。
）
は
、

養
者
（
以
下
「
組
合
員
等
」
と
い
う
。
）
の
健

健
康
教
育
、
健
康
相
談
及
び
健
康
診
査
並
び
に

康
教
育
、
健
康
相
談
及
び
健
康
診
査
並
び
に
健

健
康
管
理
及
び
疾
病
の
予
防
に
係
る
国
家
公
務

康
管
理
及
び
疾
病
の
予
防
に
係
る
組
合
員
等
の

員
共
済
組
合
の
組
合
員
及
び
そ
の
被
扶
養
者
（

自
助
努
力
に
つ
い
て
の
支
援
そ
の
他
の
組
合
員

以
下
「
組
合
員
等
」
と
い
う
。
）
の
自
助
努
力

等
の
健
康
の
保
持
増
進
の
た
め
に
必
要
な
事
業

に
つ
い
て
の
支
援
そ
の
他
の
加
入
者
の
健
康
の

を
行
う
こ
と
と
さ
れ
た
。

保
持
増
進
の
た
め
に
必
要
な
事
業
を
行
う
よ
う

に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
た
。

本
指
針
は
、
同
条
第
五
項
及
び
第
六
項
の
規

本
指
針
は
、
法
第
九
十
八
条
第
三
項
及
び
第

定
に
基
づ
き
、
健
康
診
査
等
実
施
指
針
と
調
和

四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
健
康
診
査
等
実
施
指

を
保
ち
つ
つ
、
組
合
及
び
国
家
公
務
員
共
済
組

針
と
調
和
を
保
ち
つ
つ
、
組
合
及
び
国
家
公
務

合
連
合
会
が
組
合
員
等
を
対
象
と
し
て
行
う
健

員
共
済
組
合
連
合
会
が
組
合
員
等
を
対
象
と
し

康
教
育
、
健
康
相
談
、
健
康
診
査
そ
の
他
の
健

て
行
う
健
康
教
育
、
健
康
相
談
、
健
康
診
査
そ

康
の
保
持
増
進
の
た
め
に
必
要
な
事
業
（
以
下

の
他
の
健
康
の
保
持
増
進
の
た
め
に
必
要
な
事



六
頁

「
保
健
事
業
」
と
い
う
。
）
に
関
し
て
、
そ
の

業
（
以
下
「
保
健
事
業
」
と
い
う
。
）
に
関
し

適
切
か
つ
有
効
な
実
施
を
図
る
た
め
、
基
本
的

て
、
そ
の
適
切
か
つ
有
効
な
実
施
を
図
る
た
め

な
考
え
方
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

、
基
本
的
な
考
え
方
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

二

［
略
］

二

［
略
］

三

こ
う
し
た
中
で
、
近
年
、
特
定
健
康
診
査
の

三

こ
う
し
た
中
で
、
近
年
、
特
定
健
康
診
査
の

実
施
や
診
療
報
酬
明
細
書
及
び
調
剤
報
酬
明
細

実
施
や
診
療
報
酬
明
細
書
及
び
調
剤
報
酬
明
細

書
（
以
下
「
診
療
報
酬
明
細
書
等
」
と
い
う
。

書
（
以
下
「
診
療
報
酬
明
細
書
等
」
と
い
う
。

）
の
電
子
化
の
進
展
等
に
よ
り
、
組
合
が
健
康

）
の
電
子
化
の
進
展
等
に
よ
り
、
組
合
が
健
康

や
医
療
に
関
す
る
情
報
を
活
用
し
て
組
合
員
等

や
医
療
に
関
す
る
情
報
を
活
用
し
て
組
合
員
等

の
健
康
課
題
の
分
析
、
保
健
事
業
の
評
価
等
を

の
健
康
課
題
の
分
析
、
保
健
事
業
の
評
価
等
を

行
う
た
め
の
基
盤
の
整
備
が
進
ん
で
い
る
。

行
う
た
め
の
基
盤
の
整
備
が
進
ん
で
い
る
。

ま
た
、
平
成
二
十
七
年
に
は
、
健
康
寿
命
の

ま
た
、
平
成
二
十
七
年
に
は
、
健
康
寿
命
の

延
伸
と
と
も
に
医
療
費
の
適
正
化
を
図
る
こ
と

延
伸
と
と
も
に
医
療
費
の
適
正
化
を
図
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
、
民
間
主
導
の
活
動
体
で
あ
る

を
目
的
と
し
て
、
民
間
主
導
の
活
動
体
で
あ
る

日
本
健
康
会
議
が
発
足
し
、
自
治
体
、
企
業
、

日
本
健
康
会
議
が
発
足
し
、
自
治
体
、
企
業
、

保
険
者
等
に
お
け
る
先
進
的
な
取
組
を
横
展
開

保
険
者
等
に
お
け
る
先
進
的
な
取
組
を
横
展
開



七
頁

す
る
た
め
、
令
和
二
年
ま
で
の
数
値
目
標
を
定

す
る
た
め
、
平
成
三
十
二
年
ま
で
の
数
値
目
標

め
た
「
健
康
な
ま
ち
・
職
場
づ
く
り
宣
言
二
〇

を
定
め
た
「
健
康
な
ま
ち
・
職
場
づ
く
り
宣
言

二
〇
」
が
、
令
和
三
年
に
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

二
〇
二
〇
」
が
採
択
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

の
結
び
つ
き
、
一
人
一
人
の
健
康
管
理
、
デ
ジ

タ
ル
技
術
等
の
活
用
に
力
点
を
置
い
た
予
防
・

健
康
づ
く
り
を
推
進
す
る
た
め
、
令
和
七
年
ま

で
の
数
値
目
標
を
定
め
た
「
健
康
づ
く
り
に
取

り
組
む
五
つ
の
実
行
宣
言
二
〇
二
五
」
が
採
択

さ
れ
た
。

［
四
・
五

略
］

［
四
・
五

略
］

第
二

［
略
］

第
二

［
略
］

第
三

保
健
事
業
の
内
容

第
三

保
健
事
業
の
内
容

組
合
は
、
第
二
の
保
健
事
業
の
基
本
的
な
考
え

組
合
は
、
第
二
の
保
健
事
業
の
基
本
的
な
考
え

方
を
踏
ま
え
、
本
項
に
示
す
保
健
事
業
を
実
施
す

方
を
踏
ま
え
、
本
項
に
示
す
保
健
事
業
を
実
施
す

る
よ
う
努
め
る
こ
と
。
ま
た
、
組
合
員
等
が
参
加

る
よ
う
努
め
る
こ
と
。
ま
た
、
組
合
員
等
が
参
加

し
や
す
い
よ
う
な
環
境
づ
く
り
に
努
め
、
特
に
参

し
や
す
い
よ
う
な
環
境
づ
く
り
に
努
め
、
特
に
参



八
頁

加
率
が
低
い
組
合
員
等
に
つ
い
て
は
重
点
的
に
参

加
率
が
低
い
組
合
員
等
に
つ
い
て
は
重
点
的
に
参

加
を
呼
び
か
け
た
り
、
組
合
員
等
の
参
加
率
を
高

加
を
呼
び
か
け
た
り
、
組
合
員
等
の
参
加
率
を
高

め
る
た
め
に
国
等
に
協
力
を
要
請
す
る
な
ど
の
工

め
る
た
め
に
国
等
に
協
力
を
要
請
す
る
な
ど
の
工

夫
を
行
う
こ
と
。

夫
を
行
う
こ
と
。

な
お
、
本
指
針
は
、
今
後
重
点
的
に
実
施
す
べ

な
お
、
本
指
針
は
、
今
後
重
点
的
に
実
施
す
べ

き
保
健
事
業
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
以
下
の
項
目

き
保
健
事
業
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
以
下
の
項
目

以
外
で
も
、
組
合
独
自
の
創
意
工
夫
に
よ
り
、
健

以
外
で
も
、
組
合
独
自
の
創
意
工
夫
に
よ
り
、
健

康
増
進
及
び
疾
病
予
防
の
観
点
か
ら
、
よ
り
良
い

康
増
進
及
び
疾
病
予
防
の
観
点
か
ら
、
よ
り
良
い

保
健
事
業
を
展
開
す
る
こ
と
を
期
待
す
る
も
の
で

保
健
事
業
を
展
開
す
る
こ
と
を
期
待
す
る
も
の
で

あ
る
こ
と
。

あ
る
こ
と
。

一

［
略
］

一

［
略
］

二

健
康
診
査
後
の
通
知

二

健
康
診
査
後
の
通
知

１

健
康
診
査
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
速
や
か

１

健
康
診
査
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
速
や
か

に
、
治
療
を
要
す
る
者
及
び
要
指
導
者
の
把

に
、
治
療
を
要
す
る
者
及
び
要
指
導
者
の
把

握
を
は
じ
め
と
し
て
、
対
象
者
の
健
康
水
準

握
を
は
じ
め
と
し
て
、
対
象
者
の
健
康
水
準

の
把
握
及
び
評
価
を
行
う
こ
と
。
ま
た
、
組

の
把
握
及
び
評
価
を
行
う
こ
と
。
ま
た
、
組



九
頁

合
以
外
の
者
が
健
康
診
査
を
行
う
場
合
で
も

合
以
外
の
者
が
健
康
診
査
を
行
う
場
合
で
も

、
事
後
の
指
導
を
有
効
に
行
う
た
め
、
結
果

、
事
後
の
指
導
を
有
効
に
行
う
た
め
、
必
要

の
把
握
に
努
め
る
こ
と
。

な
範
囲
で
、
結
果
の
把
握
に
努
め
る
こ
と
。

２

［
略
］

２

［
略
］

［
三
～
七

略
］

［
三
～
七

略
］

八

社
会
情
勢
の
変
化
等
に
対
応
し
た
保
健
事
業

［
新
設
］

健
康
課
題
や
組
合
員
等
属
性
の
分
析
等
を
踏

ま
え
て
事
業
を
選
択
す
る
こ
と
を
前
提
に
、
先

進
的
な
組
合
に
お
け
る
取
組
等
を
踏
ま
え
た
次

の
よ
う
な
事
業
の
実
施
に
努
め
る
こ
と
。
な
お

、
組
合
単
独
で
は
対
応
が
不
十
分
と
な
る
事
業

や
中
長
期
的
な
評
価
が
必
要
と
な
る
事
業
が
あ

る
こ
と
に
留
意
す
る
こ
と
。

１

四
十
歳
未
満
の
者
を
対
象
と
し
た
国
等
健

診
デ
ー
タ
を
活
用
し
た
若
年
層
対
策

２

女
性
特
有
の
健
康
課
題
へ
の
支
援
等
の
性



一
〇
頁

差
に
応
じ
た
健
康
支
援

３

ロ
コ
モ
テ
ィ
ブ
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
対
策

４

歯
科
疾
患
対
策

５

メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
対
策

６

重
複
投
薬
・
多
剤
投
与
対
策

７

セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
事
業

第
四

保
健
事
業
の
実
施
計
画
（
デ
ー
タ
ヘ
ル
ス
計

第
四

保
健
事
業
の
実
施
計
画
（
デ
ー
タ
ヘ
ル
ス
計

画
）
の
策
定
、
実
施
及
び
評
価

画
）
の
策
定
、
実
施
及
び
評
価

組
合
は
、
健
康
・
医
療
情
報
を
活
用
し
た
組
合

組
合
は
、
健
康
・
医
療
情
報
を
活
用
し
た
組
合

員
等
の
健
康
課
題
の
分
析
、
保
健
事
業
の
評
価
等

員
等
の
健
康
課
題
の
分
析
、
保
健
事
業
の
評
価
等

を
行
う
た
め
の
基
盤
が
近
年
整
備
さ
れ
て
き
て
い

を
行
う
た
め
の
基
盤
が
近
年
整
備
さ
れ
て
き
て
い

る
こ
と
等
を
踏
ま
え
、
健
康
・
医
療
情
報
を
活
用

る
こ
と
等
を
踏
ま
え
、
健
康
・
医
療
情
報
を
活
用

し
て
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
に
沿
っ
た
効
果
的
か
つ

し
て
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
に
沿
っ
た
効
果
的
か
つ

効
率
的
な
保
健
事
業
の
実
施
を
図
る
た
め
の
保
健

効
率
的
な
保
健
事
業
の
実
施
を
図
る
た
め
の
保
健

事
業
の
実
施
計
画
（
以
下
「
実
施
計
画
」
と
い
う

事
業
の
実
施
計
画
（
以
下
「
実
施
計
画
」
と
い
う

。
）
を
策
定
し
た
上
で
、
保
健
事
業
の
実
施
及
び

。
）
を
策
定
し
た
上
で
、
保
健
事
業
の
実
施
及
び



一
一
頁

評
価
を
行
う
こ
と
。

評
価
を
行
う
こ
と
。

実
施
計
画
の
策
定
、
保
健
事
業
の
実
施
及
び
評

実
施
計
画
の
策
定
、
保
健
事
業
の
実
施
及
び
評

価
に
当
た
っ
て
は
、
次
の
事
項
に
留
意
す
る
こ
と

価
に
当
た
っ
て
は
、
次
の
事
項
に
留
意
す
る
こ
と

。

。

一

実
施
計
画
の
策
定

一

実
施
計
画
の
策
定

実
施
計
画
の
策
定
に
当
た
っ
て
は
、
特
定
健

実
施
計
画
の
策
定
に
当
た
っ
て
は
、
特
定
健

康
診
査
の
結
果
、
診
療
報
酬
明
細
書
等
情
報
等

康
診
査
の
結
果
、
診
療
報
酬
明
細
書
等
情
報
等

を
活
用
し
、
組
合
、
職
場
、
組
合
員
等
ご
と
に

を
活
用
し
、
組
合
、
職
場
、
組
合
員
等
ご
と
に

、
生
活
習
慣
の
状
況
、
健
康
状
態
、
医
療
機
関

、
生
活
習
慣
の
状
況
、
健
康
状
態
、
医
療
機
関

へ
の
受
診
状
況
、
医
療
費
の
状
況
等
を
把
握
し

へ
の
受
診
状
況
、
医
療
費
の
状
況
等
を
把
握
し

、
分
析
す
る
こ
と
。
そ
の
際
、
性
別
、
年
齢
階

、
分
析
す
る
こ
と
。
そ
の
際
、
性
別
、
年
齢
階

層
別
、
疾
病
別
の
分
析
の
ほ
か
、
経
年
的
な
変

層
別
、
疾
病
別
の
分
析
の
ほ
か
、
経
年
的
な
変

化
、
他
の
組
合
又
は
職
場
と
の
比
較
等
、
更
に

化
、
他
の
組
合
又
は
職
場
と
の
比
較
等
、
更
に

詳
細
な
分
析
を
行
う
よ
う
努
め
る
こ
と
。

詳
細
な
分
析
を
行
う
よ
う
努
め
る
こ
と
。

こ
れ
ら
の
分
析
結
果
に
基
づ
き
、
直
ち
に
取

こ
れ
ら
の
分
析
結
果
に
基
づ
き
、
直
ち
に
取

り
組
む
べ
き
健
康
課
題
、
中
長
期
的
に
取
り
組

り
組
む
べ
き
健
康
課
題
、
中
長
期
的
に
取
り
組



一
二
頁

む
べ
き
健
康
課
題
等
を
明
確
に
し
て
、
目
標
値

む
べ
き
健
康
課
題
等
を
明
確
に
し
て
、
目
標
値

の
設
定
を
含
め
た
事
業
内
容
の
企
画
を
行
う
こ

の
設
定
を
含
め
た
事
業
内
容
の
企
画
を
行
う
こ

と
。

と
。

ま
た
、
具
体
的
な
事
業
内
容
の
検
討
に
当
た

ま
た
、
具
体
的
な
事
業
内
容
の
検
討
に
当
た

っ
て
は
、
栄
養
・
食
生
活
、
身
体
活
動
・
運
動

っ
て
は
、
食
生
活
、
身
体
活
動
、
休
養
、
飲
酒

、
休
養
・
睡
眠
、
飲
酒
、
喫
煙
及
び
歯
・
口
腔

、
喫
煙
、
歯
・
口
腔
の
健
康
な
ど
、
健
康
日
本

く
う

の
健
康
な
ど
、
基
本
方
針
に
示
さ
れ
た
各
分
野

二
十
一
（
第
二
次
）
に
示
さ
れ
た
各
分
野
及
び

及
び
そ
の
考
え
方
を
参
考
に
す
る
こ
と
。
そ
の

そ
の
考
え
方
を
参
考
に
す
る
こ
と
。
そ
の
際
、

際
、
身
体
の
健
康
の
み
な
ら
ず
、
心
の
健
康
の

身
体
の
健
康
の
み
な
ら
ず
、
心
の
健
康
の
維
持

維
持
に
つ
い
て
も
留
意
す
る
こ
と
。

に
つ
い
て
も
留
意
す
る
こ
と
。

な
お
、
組
合
単
独
で
行
う
よ
り
も
効
率
的
か

つ
効
果
的
な
場
合
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
複
数
の

組
合
に
よ
る
デ
ー
タ
ヘ
ル
ス
計
画
の
共
同
策
定

、
実
施
及
び
評
価
を
行
う
こ
と
も
可
能
で
あ
る

こ
と
。
そ
の
際
、
デ
ー
タ
ヘ
ル
ス
計
画
を
共
同

策
定
し
た
各
組
合
の
財
政
状
況
等
に
も
配
慮
し



一
三
頁

つ
つ
、
共
同
実
施
及
び
評
価
を
行
う
こ
と
。

二

実
施
計
画
に
基
づ
く
事
業
の
実
施

二

実
施
計
画
に
基
づ
く
事
業
の
実
施

実
施
計
画
に
基
づ
く
事
業
（
以
下
こ
の
第
四

実
施
計
画
に
基
づ
く
事
業
（
以
下
単
に
「
事

に
お
い
て
単
に
「
事
業
」
と
い
う
。
）
の
実
施

業
」
と
い
う
。
）
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
特

に
当
た
っ
て
は
、
特
定
健
康
診
査
及
び
特
定
保

定
健
康
診
査
及
び
特
定
保
健
指
導
の
実
施
率
の

健
指
導
の
実
施
率
の
向
上
を
図
り
、
組
合
員
等

向
上
を
図
り
、
組
合
員
等
の
健
康
状
態
に
関
す

の
健
康
状
態
に
関
す
る
情
報
の
把
握
を
適
切
に

る
情
報
の
把
握
を
適
切
に
行
う
と
と
も
に
、
特

行
う
と
と
も
に
、
特
定
健
康
診
査
の
結
果
等
を

定
健
康
診
査
の
結
果
等
を
踏
ま
え
、
対
象
者
を

踏
ま
え
、
対
象
者
を
健
康
状
態
等
に
よ
り
分
類

健
康
状
態
等
に
よ
り
分
類
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
分

し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
分
類
に
と
っ
て
効
果
が
高
い

類
に
と
っ
て
効
果
が
高
い
と
予
測
さ
れ
る
事
業

と
予
測
さ
れ
る
事
業
を
提
供
す
る
よ
う
努
め
る

を
提
供
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

こ
と
。

特
に
疾
病
の
重
症
化
の
予
防
等
に
係
る
事
業

特
に
疾
病
の
重
症
化
の
予
防
等
に
係
る
事
業

を
行
う
際
に
は
、
医
療
機
関
や
地
域
の
医
療
関

を
行
う
際
に
は
、
医
療
機
関
や
地
域
の
医
療
関

係
団
体
と
の
連
携
を
図
る
こ
と
。

係
団
体
と
の
連
携
を
図
る
こ
と
。

［
１
～
４

略
］

［
１
～
４

略
］



一
四
頁

５

事
業
内
容
に
つ
い
て
は
、
財
政
上
の
制
約

［
新
設
］

、
事
業
効
果
の
エ
ビ
デ
ン
ス
等
を
勘
案
し
た

上
で
、
組
合
員
等
の
健
康
状
態
な
ど
各
組
合

の
実
情
に
合
わ
せ
た
優
先
順
位
付
け
を
行
う

こ
と
。
た
だ
し
、
既
存
の
エ
ビ
デ
ン
ス
は
限

定
的
な
時
間
と
条
件
下
に
お
い
て
検
証
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
留
意
す
る
こ
と
。

三

事
業
の
評
価

三

事
業
の
評
価

事
業
の
評
価
は
、
健
康
・
医
療
情
報
を
活
用

事
業
の
評
価
は
、
健
康
・
医
療
情
報
を
活
用

し
て
、
費
用
対
効
果
の
観
点
も
考
慮
し
つ
つ
行

し
て
、
費
用
対
効
果
の
観
点
も
考
慮
し
つ
つ
行

う
こ
と
。
ま
た
、
適
切
な
効
果
検
証
を
も
っ
て

う
こ
と
。
な
お
、
評
価
の
際
に
用
い
る
こ
と
が

、
評
価
を
行
う
よ
う
努
め
る
こ
と
。
な
お
、
評

可
能
な
指
標
と
し
て
は
、
生
活
習
慣
の
状
況(

食

価
の
際
に
用
い
る
こ
と
が
可
能
な
指
標
と
し
て

生
活
、
日
常
生
活
に
お
け
る
歩
数
、
ア
ル
コ
ー

は
、
次
の
共
通
評
価
指
標
が
あ
る
こ
と
。

ル
摂
取
量
、
喫
煙
の
有
無
等
を
い
う
。)

、
健
康

診
査
等
の
受
診
率
及
び
そ
の
結
果
、
医
療
費
等

が
あ
る
こ
と
。



一
五
頁

１

特
定
健
康
診
査
実
施
率

［
新
設
］

２

特
定
保
健
指
導
実
施
率

［
新
設
］

３

生
活
習
慣
リ
ス
ク
保
有
者
率
（
喫
煙
、
運

［
新
設
］

動
、
食
事
、
飲
酒
又
は
睡
眠
）

４

後
発
医
薬
品
使
用
割
合

［
新
設
］

５

メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
該
当
者
割

［
新
設
］

合
６

特
定
保
健
指
導
対
象
者
割
合

［
新
設
］

７

特
定
保
健
指
導
に
よ
る
特
定
保
健
指
導
対

［
新
設
］

象
者
の
減
少
率

８

肥
満
解
消
率

［
新
設
］

９

疾
患
予
備
群
の
状
態
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
割
合

［
新
設
］

（
高
血
圧
症
、
糖
尿
病
又
は
脂
質
異
常
症
）

受
診
勧
奨
対
象
者
の
医
療
機
関
受
診
率

［
新
設
］

10

疾
患
群
の
病
態
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
割
合
（
高

［
新
設
］

11
血
圧
症
、
糖
尿
病
又
は
脂
質
異
常
症
）



一
六
頁

五
大
が
ん
精
密
検
査
受
診
率
（
胃
が
ん
、

［
新
設
］

12
肺
が
ん
、
大
腸
が
ん
、
乳
が
ん
又
は
子
宮
頸

が
ん
）

重
複
投
薬
・
多
剤
投
与
の
患
者
割
合
（
重

［
新
設
］

13
複
投
薬
率
・
多
剤
投
与
率
（
六
剤
・
十
五
剤

）
）

［
四
・
五

略
］

［
四
・
五

略
］

第
五

事
業
運
営
上
の
留
意
事
項

第
五

事
業
運
営
上
の
留
意
事
項

組
合
は
、
保
健
事
業
の
運
営
に
当
た
っ
て
、
特

組
合
は
、
保
健
事
業
の
運
営
に
当
た
っ
て
、
特

に
次
の
事
項
に
留
意
す
る
こ
と
。

に
次
の
事
項
に
留
意
す
る
こ
と
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

略
］

三

委
託
事
業
者
の
活
用

三

委
託
事
業
者
の
活
用

［
１
・
２

略
］

［
１
・
２

略
］

３

民
間
の
ヘ
ル
ス
ケ
ア
事
業
者
、
大
学
、
研

［
新
設
］

究
機
関
、
健
診
機
関
等
を
含
め
た
、
複
数
の

小
規
模
の
組
合
か
ら
成
る
コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム



一
七
頁

（
共
同
事
業
体
）
を
構
成
し
た
上
で
、
共
同

事
業
を
実
施
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
こ
と

。
そ
の
際
は
、
複
数
の
組
合
が
、
組
合
員
等

の
健
康
課
題
を
共
有
し
た
上
で
、
個
別
の
組

合
で
実
施
す
る
事
業
と
比
べ
て
効
果
や
メ
リ

ッ
ト
が
期
待
さ
れ
る
よ
う
留
意
す
る
こ
と
。

４

組
合
が
民
間
事
業
者
に
委
託
等
を
し
て
実

［
新
設
］

施
さ
せ
る
保
健
事
業
の
う
ち
、
そ
の
事
業
に

よ
り
解
決
を
目
指
す
健
康
課
題
に
対
応
し
た

成
果
指
標
が
設
定
さ
れ
、
民
間
事
業
者
に
支

払
う
額
等
が
当
該
成
果
指
標
の
改
善
状
況
に

連
動
す
る
成
果
連
動
型
民
間
委
託
契
約
方
式

（
Ｐ
ａ
ｙ

Ｆ
ｏ
ｒ

Ｓ
ｕ
ｃ
ｃ
ｅ
ｓ
ｓ
）

（
以
下
「
Ｐ
Ｆ
Ｓ
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
保

健
事
業
を
実
施
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
こ



一
八
頁

と
。
成
果
指
標
の
改
善
状
況
に
連
動
す
る
リ

ス
ク
を
民
間
事
業
者
が
負
う
こ
と
で
、
事
業

の
費
用
対
効
果
が
よ
り
高
ま
り
、
効
果
的
か

つ
効
率
的
な
保
健
事
業
の
実
施
に
つ
な
が
る

こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

た
だ
し
、
Ｐ
Ｆ
Ｓ
に
よ
る
保
健
事
業
を
行

う
際
に
は
、
健
康
維
持
・
増
進
が
前
提
と
な

る
こ
と
や
、
費
用
対
効
果
の
評
価
基
準
は
通

常
の
臨
床
研
究
と
異
な
り
未
確
立
で
あ
る
こ

と
に
留
意
す
る
こ
と
。

四

健
康
情
報
の
継
続
的
な
管
理

四

健
康
情
報
の
継
続
的
な
管
理

１

［
略
］

１

［
略
］

２

健
康
情
報
の
提
供
の
際
の
手
続
等
に
つ
い

２

健
康
情
報
の
提
供
の
際
の
手
続
等
に
つ
い

て
は
、
当
該
情
報
を
第
三
者
に
提
供
す
る
場

て
は
、
当
該
情
報
を
第
三
者
に
提
供
す
る
場

合
に
は
、
原
則
と
し
て
あ
ら
か
じ
め
組
合
員

合
に
は
、
原
則
と
し
て
あ
ら
か
じ
め
組
合
員

等
本
人
の
同
意
を
得
る
な
ど
、
個
人
情
報
の

等
本
人
の
同
意
を
得
る
な
ど
、
個
人
情
報
の



一
九
頁

保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第

保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第

五
十
七
号
）
、
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る

五
十
七
号
）
及
び
財
務
省
所
管
分
野
に
お
け

法
律
に
つ
い
て
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
通
則
編

る
個
人
情
報
保
護
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

）
（
平
成
二
十
八
年
個
人
情
報
保
護
委
員
会

（
平
成
二
十
二
年
三
月
財
務
省
告
示
第
九
十

告
示
第
六
号
）
等
に
よ
る
こ
と
。

一
号
）
に
よ
る
こ
と
。

３

組
合
を
異
動
す
る
際
に
お
い
て
、
組
合
員

３

組
合
を
異
動
す
る
際
に
お
い
て
、
組
合
員

等
が
希
望
す
る
場
合
に
は
、
異
動
元
の
組
合

等
が
希
望
す
る
場
合
に
は
、
異
動
元
の
組
合

が
保
存
及
び
管
理
を
し
て
い
る
健
康
情
報
を

が
保
存
及
び
管
理
を
し
て
い
る
健
康
情
報
を

組
合
員
等
に
提
供
す
る
と
と
も
に
、
異
動
先

組
合
員
等
に
提
供
す
る
と
と
も
に
、
異
動
先

に
同
情
報
を
提
供
す
る
よ
う
に
組
合
員
等
に

の
組
合
に
同
情
報
を
提
供
す
る
よ
う
に
組
合

対
し
勧
奨
す
る
こ
と
。

員
等
に
対
し
勧
奨
す
る
こ
と
。

特
に
、
国
民
健
康
保
険
や
後
期
高
齢
者
医

療
制
度
に
異
動
す
る
組
合
員
等
に
対
し
、
国

民
健
康
保
険
や
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保

健
事
業
に
つ
い
て
周
知
を
行
う
よ
う
努
め
る

こ
と
。



二
〇
頁

さ
ら
に
、
健
康
情
報
の
継
続
的
な
管
理
に

さ
ら
に
、
健
康
情
報
の
継
続
的
な
管
理
に

資
す
る
よ
う
、
既
存
の
健
康
手
帳
等
を
活
用

資
す
る
よ
う
、
既
存
の
健
康
手
帳
等
を
活
用

し
、
健
康
診
査
の
記
録
を
綴
じ
込
め
る
記
録

し
、
健
康
診
査
の
記
録
を
綴
じ
込
め
る
記
録

と

簿
を
新
た
に
発
行
す
る
な
ど
、
必
要
に
応
じ

簿
を
新
た
に
発
行
す
る
な
ど
、
必
要
に
応
じ

て
工
夫
を
行
う
こ
と
。

て
工
夫
を
行
う
こ
と
。

４

オ
ン
ラ
イ
ン
で
の
事
業
実
施
や
リ
モ
ー
ト

［
新
設
］

環
境
で
の
事
業
管
理
等
、
保
健
事
業
の
継
続

性
を
担
保
す
る
た
め
の
取
組
に
つ
い
て
検
討

を
行
う
こ
と
。
そ
の
際
、
保
健
事
業
以
外
の

業
務
も
含
め
た
優
先
順
位
付
け
が
必
要
と
な

る
点
に
留
意
す
る
と
と
も
に
、
デ
ー
タ
の
整

備
や
利
活
用
の
た
め
の
ル
ー
ル
づ
く
り
等
、

デ
ー
タ
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
重
要
性
を
踏
ま
え
る

よ
う
留
意
す
る
こ
と
。

五

国
等
と
の
関
係

五

国
等
と
の
関
係

［
１
・
２

略
］

［
１
・
２

略
］



二
一
頁

３

組
合
が
行
う
保
健
事
業
は
、
国
等
が
行
う

３

組
合
が
行
う
保
健
事
業
は
、
国
等
が
行
う

国
家
公
務
員
法
に
基
づ
く
福
利
厚
生
事
業
や

国
家
公
務
員
法
に
基
づ
く
福
利
厚
生
事
業
や

労
働
安
全
衛
生
法
に
基
づ
く
事
業
と
密
接
な

労
働
安
全
衛
生
法
に
基
づ
く
事
業
と
密
接
な

関
係
が
あ
る
。
こ
の
た
め
、
保
健
事
業
の
実

関
係
が
あ
る
。
こ
の
た
め
、
保
健
事
業
の
実

施
に
当
た
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
分
担
を

施
に
当
た
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
分
担
を

含
め
て
、
事
前
に
国
等
と
十
分
な
調
整
を
行

含
め
て
、
事
前
に
国
等
と
十
分
な
調
整
を
行

い
、
効
率
的
な
実
施
に
努
め
る
こ
と
。
ま
た

い
、
効
率
的
な
実
施
に
努
め
る
こ
と
。
ま
た

、
組
合
員
の
健
康
水
準
の
維
持
及
び
向
上
に

、
組
合
員
の
健
康
水
準
の
維
持
及
び
向
上
に

役
立
て
る
た
め
、
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に

役
立
て
る
た
め
、
例
え
ば
、
高
齢
者
の
医
療

関
す
る
法
律
第
二
十
七
条
第
三
項
及
び
健
康

の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
二
十
七
条
第
二
項

保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
第

及
び
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
四
十
歳
以

百
五
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
労
働

上
の
組
合
員
に
係
る
健
康
診
断
の
結
果
の
提

安
全
衛
生
法
に
基
づ
く
健
康
診
断
の
結
果
の

供
を
求
め
る
と
と
も
に
、
四
十
歳
未
満
の
組

提
供
を
求
め
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

合
員
に
係
る
健
康
診
断
の
結
果
に
つ
い
て
も

、
本
人
の
同
意
を
前
提
と
し
て
、
提
供
し
て

も
ら
う
よ
う
国
等
に
依
頼
す
る
な
ど
、
国
等



二
二
頁

が
行
う
事
業
と
の
積
極
的
な
連
携
に
努
め
る

こ
と
。

備
考

表
中
の
［
］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。


